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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸線に沿って筒状に延びるとともに炭素含有固体燃料を粉砕した燃料と１次空気とを混
合した燃料ガスを火炉へ供給する燃料ガス流路を形成する燃料ノズルと、
　前記軸線に沿って筒状に延びるとともに前記燃料ガスより温度の高い２次空気が流通す
る２次空気ノズルと、
　前記２次空気ノズルと前記燃料ノズルの間に形成され前記火炉へ前記２次空気を供給す
る２次空気流路と、
　前記２次空気流路を流通する前記２次空気の少なくとも一部を前記燃料ガス流路へ導入
する２次空気導入流路と、
　前記燃料ノズルの前記火炉へ開口する先端部に対して前記燃料ガスのガス流通方向の上
流側に配置され、前記燃料ガスの流れを分離して前記ガス流通方向の下流側に再循環領域
を形成する保炎器と、を備え、
　前記燃料ノズルの前記先端部の形状は、前記ガス流通方向に直管状に延びる形状となっ
ており、
　前記２次空気導入流路が前記燃料ガス流路へ前記２次空気の少なくとも一部を導入する
導入位置から前記保炎器の設置位置までの前記ガス流通方向の距離をＬとし、前記導入位
置から前記設置位置へ至る前記燃料ガス流路の最小幅をＷとした場合に２≦Ｌ／Ｗ≦５を
満たす燃焼バーナ。
【請求項２】
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　前記２次空気導入流路は、前記ガス流通方向の主成分を持つ流速で前記２次空気の少な
くとも一部を前記燃料ガス流路へ導入する請求項１に記載の燃焼バーナ。
【請求項３】
　前記保炎器は、前記ガス流通方向と交差する方向に沿って延びるように形成されるとと
もに前記ガス流通方向における下流側に向かって前記ガス流通方向に直交する断面の幅が
広くなる拡幅部を有する請求項１または請求項２に記載の燃焼バーナ。
【請求項４】
　前記燃料ノズル内の前記保炎器よりも前記ガス流通方向の上流側に配置された整流部を
備える請求項１または請求項２に記載の燃焼バーナ。
【請求項５】
　火炉と、
　該火炉に対して設置された請求項１または請求項２に記載の燃焼バーナと、を備えるボ
イラ。
【請求項６】
　炭素含有固体燃料を粉砕した燃料と１次空気とを混合した燃料ガスを前記燃料ガス流路
へ供給する燃料供給管と、
　送風機により送風される２次空気を前記２次空気流路へ供給する空気ダクトと、
　前記空気ダクトを流通する前記２次空気の一部を前記燃料供給管へ供給する２次空気導
入管と、を備える請求項５に記載のボイラ。
【請求項７】
　前記火炉にて前記燃焼バーナからの噴出する燃焼ガスのガス流れ下流側で前記燃焼ガス
と空気との熱交換を行う熱交換器と、
　前記熱交換器を通過した空気と該熱交換器を通過していない空気とを混合して前記２次
空気ノズルへ供給する空気ダクトと、を備える請求項５に記載のボイラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電用または工場用などのために蒸気を生成するためのボイラに適用される
燃焼バーナ及びこれを備えたボイラに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、微粉炭等の炭素含有固体燃料を粉砕したものと搬送気体とを混合した燃料ガスを
火炉へ供給する燃料ノズルと、燃料ノズルの外側から火炉へ空気を供給する空気ノズルと
を備えた燃焼バーナが知られている（例えば、特許文献１，特許文献２参照）。
　特許文献１の燃焼バーナは、燃料ノズルの周方向の速度成分を持つ追加空気を噴出させ
る追加空気ノズルを設け、低酸素濃度の搬送気体で搬送された燃料と空気との混合を促進
するものである。また、特許文献２の燃焼バーナは、燃料ノズルの中心軸付近に発散円錐
を配置して中心軸に沿って流れる燃料量を減少させ、加熱ガスを燃料ノズル内に導入して
一次流の中央部分における燃料に対する化学量論比を高めることで燃料のガス化を促進す
るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１４０４８０号公報（段落００８１－００８４）
【特許文献２】特表２０１１－５２３０１３号公報（段落００２２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　燃焼バーナにおいては、燃料ノズルの先端部より燃料ガス流れの上流部分で燃料ノズル
の中心軸付近に再循環流れを形成する保炎器を設置したものが知られている。保炎器が設
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置された燃料ノズルにおいては、燃料が隣接火炎からの輻射を受けて着火し、着火により
生成された高温ガスが保炎器により再循環流れとなって着火部近傍に保たれて保炎が行わ
れる。この保炎器が、微粉炭と１次空気の混合流の外周に設置される場合を外周着火ない
し外部保炎といい、混合流の断面内部に設置されている場合を内部着火ないし内部保炎と
いう。燃焼により発生した窒素酸化物（ＮＯｘ）を空気不足の還元雰囲気において還元す
ることで低ＮＯｘ化を実現することができる。
　そして、火炉に隣接した燃料ノズルの先端における燃料の着火性を高めるためには、炭
素含有固体燃料とした例えば石炭（微粉炭）の質量に対する空気の質量の割合（以下、「
Ａ／Ｃ比」という。）を低くして、周囲の火炎の輻射による着火を促進させるのが望まし
い。
【０００５】
　しかしながら、Ａ／Ｃ比を低くしすぎると、燃料の未燃分の増加に伴って火炉内の燃料
ノズルの先端付近での燃料の酸化燃焼が増加し、高い火炎温度によってＮＯｘの発生量が
増大する可能性がある。
　一方、燃料ガスにおけるＡ／Ｃ比を高くしすぎると、周囲の火炎の輻射を受けにくくな
ることにより燃料に含まれる可燃性の揮発分の放出が遅れ、２次空気との接触部分で遅れ
て放出された揮発分の酸化燃焼による高い火炎温度によってＮＯｘの発生量が増大する可
能性がある。
【０００６】
　前述した特許文献１においては、低酸素濃度の搬送気体で搬送された燃料の着火を早め
るために、燃料ノズル出口近傍に追加空気を噴出させている。しかしながら、特許文献１
では、濃縮器によって燃料粒子の多くが燃料ノズルの外側隔壁に沿って流れるため、外部
着火ないし外部保炎が行われる。ノズルの外周に保炎器がある外部着火方式では、Ａ／Ｃ
比が増えると微粉炭流の噴流速度が増大するだけで、保炎器周囲の再循環域は変わらない
ため、結果として、着火は離れてしまう。そのため、特許文献１では、外部着火ないし外
部保炎によりＮＯｘの発生量が増大してしまう。
【０００７】
　また、特許文献２においては、一次流の中央部分における化学量論比を高めるために、
燃料噴射器の出口端の上流部分に二次流を導入している。しかしながら、特許文献２では
、燃料噴射器に設けられた発散円錐によって中心軸の外周側に流れる燃料量が増大するた
め、外部着火ないし外部保炎が行われる。そのため、特許文献２では、外部着火ないし外
部保炎によりＮＯｘの発生量が増大してしまう。
【０００８】
　本発明は、上述した課題を解決するものであり、燃料の未燃分の火炉への放出を抑制し
つつ燃料に含まれる可燃性の揮発分の放出を促進してＮＯｘ発生量を低減可能とする燃焼
バーナ及びこれを備えたボイラを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するための本発明の燃焼バーナは、軸線に沿って筒状に延びるととも
に炭素含有固体燃料を粉砕した燃料と１次空気とを混合した燃料ガスを火炉へ供給する燃
料ガス流路を形成する燃料ノズルと、前記軸線に沿って筒状に延びるとともに前記燃料ガ
スより温度の高い２次空気が流通する２次空気ノズルと、前記２次空気ノズルと前記燃料
ノズルの間に形成され前記火炉へ前記２次空気を供給する２次空気流路と、前記２次空気
流路を流通する前記２次空気の少なくとも一部を前記燃料ガス流路へ導入する２次空気導
入流路と、前記燃料ノズルの前記火炉へ開口する先端部に対して前記燃料ガスのガス流通
方向の上流側に配置され、前記燃料ガスの流れを分離して前記ガス流通方向の下流側に再
循環領域を形成する保炎器と、を備え、前記燃料ノズルの前記先端部の形状は、前記ガス
流通方向に直管状に延びる形状となっており、前記２次空気導入流路が前記燃料ガス流路
へ前記２次空気の少なくとも一部を導入する導入位置から前記保炎器の設置位置までの前
記流通方向の距離をＬとし、前記導入位置から前記設置位置へ至る前記燃料ガス流路の最
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小幅をＷとした場合に２≦Ｌ／Ｗ≦５を満たす。
【００１０】
　本発明の燃焼バーナによれば、２次空気流路を流通する燃料ガスより温度の高い２次空
気の少なくとも一部が、２次空気導入流路によって２次空気流路から、炭素含有固体燃料
を粉砕した燃料と１次空気とを混合した燃料ガスが流通する燃料ガス流路へ導かれる。燃
料ノズル内の火炉へ開口する先端部の近傍に保炎器が配置されているため、燃料ガス流路
の出口における燃料の着火性が向上するとともに燃料に含まれる可燃性の揮発分の放出及
び固定炭素の燃焼が促進されてＮＯｘの還元が促進されるため、ＮＯｘ発生量が低減する
。
【００１１】
　なお、保炎器では１次空気側で保炎するため、２次空気の少なくとも一部を燃料ガス流
路側に導いて２次空気流路を流通する２次空気の流量が減少しても、良好な保炎を実現す
ることができる。また、保炎器が構造物である場合には、２次空気が混合されて内部保炎
器の周囲の流速が増加することで、保炎器の周囲に形成される再循環域も強化され、着火
を強く保つことができる。着火が強く保つことができれば、燃料と１次空気の混合流は、
空気不足で供給され、微粉炭の揮発分や未燃分はＮＯｘ還元効果を有していることから、
発生したＮＯｘを燃料噴流内で十分に還元することができる。一方、２次空気は噴流の外
側に供給されるため、空気が過剰な状態であり、ＮＯｘ還元物質も少ないことから、外周
で生成されたＮＯｘは還元されにくく、ＮＯｘ発生量の増加につながる。
【００１２】
　このため、保炎器を有する燃焼バーナでＡ／Ｃ比を増加させたことで着火を保つことが
できれば、燃料ガス流路の出口においては、炭素含有固体燃料を粉砕した燃料の未燃分が
減少するとともに、粉砕した燃料に含まれる可燃性の揮発分の放出及び固定炭素の燃焼が
促進されてＮＯｘが一度発生し・その還元が促進される。また、ＮＯｘが還元されにくい
燃料噴流外周の２次空気が減少するため、ＮＯｘ発生量を低減することができる。
【００１３】
　また、本発明の燃焼バーナにおいては、２次空気の少なくとも一部を燃料ガス流路へ導
くため、燃料ガスのＡ／Ｃ比を増加させるために１次空気の流量を増加させる必要がない
。そのため、１次空気の流量が増加することによる通風機の動力増加、粉砕機の分級精度
の低下、燃料を搬送する搬送管の摩耗量の増加等の不具合を抑制することができる。
【００１４】
　また、本発明の燃焼バーナにおいては、２次空気の導入位置から保炎器の設置位置まで
の軸線に沿ったガス流通方向の距離をＬとし、導入位置から設置位置へ至る燃料ガス流路
の最小幅をＷとした場合に２≦Ｌ／Ｗ≦５を満たす。２≦Ｌ／Ｗとしているのは、保炎器
を通過する燃料ガスを２次空気と均一に混合するために十分な距離を確保するためである
。また、Ｌ／Ｗ１≦５としているのは、燃焼バーナの大型化を防止するためである。
　このようにすることで、２次空気が燃料ガス流路へ導入されてから保炎器に到達するま
でのガス流通方向の距離を十分に確保しつつ燃焼バーナの大型化を防止し、導入された２
次空気と燃料ガスとがより均一な濃度分布となった状態で保炎器による着火ないし保炎を
行うことができる。
【００１５】
　本発明の燃焼バーナにおいて、前記２次空気導入流路は、前記ガス流通方向の主成分を
持つ流速で前記２次空気の少なくとも一部を前記燃料ガス流路へ導入する構成であっても
よい。
　本構成によれば、２次空気は、燃料ガスのガス流通方向の主成分の流速を持って２次空
気導入流路から燃料ガス流路へ導入されるため、燃料ガスとの合流時に大きな乱れを生じ
させることなく緩やかに拡散しながら混合する。
【００１６】
　本発明の燃焼バーナにおいて、前記保炎器は、前記ガス流通方向と交差する方向に沿っ
て延びるように形成されるとともに前記ガス流通方向における下流側に向かって前記ガス
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流通方向に直交する断面の幅が広くなる拡幅部を有してもよい。保炎器に拡幅部を設ける
ことで、好適に内部保炎を行うことができる。
【００１７】
　本発明の燃焼バーナにおいては、前記燃料ノズル内の前記保炎器よりも前記ガス流通方
向の上流側に配置された整流部を備えていてもよい。
　このようにすることで、燃料ガス流路における燃料の偏流を防止し、２次空気と燃料ガ
スとがより均一な濃度分布となった状態で保炎器による着火ないし保炎を行うことができ
る。
【００１８】
　本発明のボイラは、火炉と、該火炉に対して設置された上記の燃焼バーナと、を備える
。
　本発明のボイラによれば、上記の燃焼バーナを備えているので、排ガス中のＮＯｘが低
減されたボイラを提供することができる。
【００１９】
　本発明のボイラにおいては、炭素含有固体燃料を粉砕した燃料と１次空気とを混合した
燃料ガスを前記燃料ガス流路へ供給する燃料供給管と、送風機により送風される２次空気
を前記２次空気流路へ供給する空気ダクトと、前記空気ダクトを流通する前記２次空気の
一部を前記燃料供給管へ供給する２次空気導入管と、を備えていてもよい。
　このようにすることで、炭素含有固体燃料を粉砕する粉砕機から燃料供給管へ至る流路
における微粉炭混合気の流量を増加させることなく、燃料ガス流路へ供給される１次空気
の量を増加させることができる。そのため、粉砕機へ１次空気を通風する通風機の動力増
加、粉砕機の分級精度の低下、燃料を搬送する搬送管の摩耗量の増加等の不具合を抑制す
ることができる。
【００２０】
　本発明のボイラにおいては、前記火炉にて前記燃焼バーナからの噴出する燃焼ガスのガ
ス流れ下流側で前記燃焼ガスと空気との熱交換を行う熱交換器と、前記熱交換器を通過し
た空気と該熱交換器を通過していない空気とを混合して前記２次空気ノズルへ供給する空
気ダクトと、を備えていてもよい。
　熱交換器を通過した高温の空気と熱交換器を通過していない低温の空気とを適量で混合
することにより、燃料ガス流路へ導入される２次空気の温度を適温（例えば、１００℃以
上かつ３００℃以下）まで低下させることができる。これにより、燃料ガス流路へ導入さ
れた高温の２次空気により炭素含有固体燃料を粉砕した燃料が発火する不具合を抑制する
ことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、燃料の未燃分の火炉への放出を抑制しつつ燃料に含まれる可燃性の揮
発分の放出を促進してＮＯｘ発生量を低減可能とする燃焼バーナ及びこれを備えたボイラ
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１実施形態の燃焼バーナが適用された微粉炭焚きボイラを表す概略構成図であ
る。
【図２】第１実施形態の微粉炭焚きボイラにおける燃焼バーナを表す平面図である。
【図３】第１実施形態の燃焼バーナを示す縦断面図である。
【図４】図３に示す燃焼バーナのI-I矢視端面図である。
【図５】図３に示す燃焼バーナの一部を示す斜視図である。
【図６】第２実施形態の微粉炭焚きボイラを表す概略構成図である。
【図７】第３実施形態の燃焼バーナを示す縦断面図である。
【図８】図７に示す燃焼バーナのIII-III矢視端面図である。
【図９】図７に示す燃焼バーナのIII-III矢視端面図である。
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【図１０】第４実施形態の微粉炭焚きボイラにおける燃焼バーナを表す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照して、本発明の燃焼バーナの好適な実施例を詳細に説明する。な
お、この実施例により本発明が限定されるものではなく、また、実施例が複数ある場合に
は、各実施例を組み合わせて構成するものも含むものである。
【００２４】
＜第１実施形態＞
　第１実施形態の燃焼バーナが適用された微粉炭焚きボイラは、炭素含有固体燃料として
石炭を粉砕した微粉炭を用い、この微粉炭を燃焼バーナにより燃焼させ、この燃焼により
発生した熱を回収することが可能なボイラである。
【００２５】
　図１に示すように、本実施形態の微粉炭焚きボイラ１０は、コンベンショナルボイラで
あって、火炉１１と燃焼装置１２と煙道１３を有している。火炉１１は、四角筒の中空形
状をなして鉛直方向に沿って設置され、この火炉１１を構成する火炉壁の下部に燃焼装置
１２が設けられている。
【００２６】
　燃焼装置１２は、火炉壁に装着された複数の燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ
，１００Ｄ，１００Ｅを有している。本実施例にて、この燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ
，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅは、火炉１１が延びる鉛直方向を中心軸とした周方向に
沿って４個均等間隔で配設されたものが１セットとして、鉛直方向に沿って５セット（５
段）配置されている。なお、ここでは５セットとしたが、６セットあるいはその他の任意
のセット数とすることができる。
【００２７】
　そして、各燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅは、微粉炭
供給管２６，２７，２８，２９，３０を介して微粉炭機（ミル；粉砕機）３１，３２，３
３，３４，３５に連結されている。この微粉炭機３１，３２，３３，３４，３５は、図示
しないが、ハウジング内に鉛直方向に沿った回転軸心をもって粉砕テーブルが駆動回転可
能に支持され、この粉砕テーブルの上方に対向して複数の粉砕ローラが粉砕テーブルの回
転に連動して回転可能に支持されて構成されている。従って、石炭が複数の粉砕ローラと
粉砕テーブルとの間に投入されると、ここで所定の大きさまで粉砕され、搬送用空気（１
次空気）により分級された微粉炭が微粉炭供給管２６，２７，２８，２９，３０から燃焼
バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅに供給される。
【００２８】
　また、火炉１１は、各燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅ
の装着位置に風箱３６が設けられており、この風箱３６に空気ダクト（２次空気供給管）
３７の一端部が連結されており、この空気ダクト３７には、他端部に送風機３８が装着さ
れている。更に、火炉１１は、各燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，
１００Ｅの装着位置より鉛直方向上方にアディショナル空気ノズル３９が設けられている
。このアディショナル空気ノズル３９には、空気ダクト３７から分岐した分岐空気ダクト
４０の端部が連結されている。従って、送風機３８により送られた燃焼用空気（２次空気
）を、空気ダクト３７から風箱３６に供給し、この風箱３６から各燃焼バーナ１００Ａ，
１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅに供給することができると共に、送風機３８に
より送られた燃焼用空気（追加空気）を分岐空気ダクト４０からアディショナル空気ノズ
ル３９に供給することができる。
【００２９】
　そのため、燃焼装置１２にて、各燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ
，１００Ｅは、微粉炭と搬送用空気（１次空気）とを混合した微粉燃料混合気（燃料ガス
）を火炉１１内に吹き込み可能であると共に、燃焼用空気を火炉１１内に吹き込み可能と
なっている。燃焼装置１２は、点火トーチ（図示略）により微粉燃料混合気に点火するこ
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とで、火炎を形成することができる。
【００３０】
　火炉１１は、鉛直方向上部に煙道１３が連結されており、この煙道１３に、対流伝熱部
として燃焼ガスの熱を回収するための熱交換器である過熱器（スーパーヒータ）４１，４
２、再熱器４３，４４及び節炭器（エコノマイザ）４５，４６，４７が設けられており、
火炉１１での燃焼で発生した燃焼ガスと水や蒸気との間で熱交換が行われる。
【００３１】
　煙道１３は、そのガス流れ下流側に熱交換を行った燃焼ガスが排ガスとして排出される
排ガス管４８が連結されている。この排ガス管４８は、空気ダクト３７との間にエアヒー
タ４９が設けられ、空気ダクト３７を流れる空気と、排ガス管４８を流れる排ガスとの間
で熱交換を行い、燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅに供給
する燃焼用空気を昇温することができる。燃焼用空気は、例えば、２８０℃～３２０℃ま
で昇温する。
　なお、排ガス管４８は、図示しないが、脱硝装置、電気集塵機、誘引送風機、脱硫装置
が設けられ、下流端部に煙突が設けられている。
【００３２】
　従って、微粉炭機３１，３２，３３，３４，３５が駆動すると、生成された微粉炭が搬
送用空気（１次空気）と共に微粉炭供給管（燃料供給管）２６，２７，２８，２９，３０
を通して燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅに供給される。
また、加熱された燃焼用空気（２次空気）が空気ダクト３７から風箱３６を介して各燃焼
バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅに供給される共に、分岐空気
ダクト４０からアディショナル空気ノズル３９に供給される。搬送用空気（１次空気）は
微粉炭が着火しないよう温度が低く、燃焼用空気（２次空気）はエアヒータ４９で加熱さ
れているので、１次空気および微粉燃料混合気よりも温度が高い。
【００３３】
　すると、燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅは、微粉炭と
搬送用空気とが混合した微粉燃料混合気（燃料ガス）を火炉１１に吹き込むと共に燃焼用
空気を火炉１１に吹き込み、このときに着火することで火炎を形成することができる。ま
た、アディショナル空気ノズル３９は、追加空気を火炉１１に吹き込み、微粉炭に対する
空気の量を適正化させる燃焼制御を行うことができる。この火炉１１では、微粉燃料混合
気と燃焼用空気とが燃焼して火炎が生じ、この火炉１１内の鉛直方向下部の領域で火炎が
生じると、燃焼ガス（排ガス）がこの火炉１１内を上昇し、煙道１３に排出される。
【００３４】
　即ち、燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅは、微粉炭混合
気と燃焼用空気（２次空気）を火炉１１における燃焼領域に吹き込み、このときに着火す
ることで燃焼領域に火炎旋回流が形成される。そして、この火炎旋回流は、旋回しながら
上昇して還元領域に至る。アディショナル空気ノズル３９は、追加空気を火炉１１におけ
る還元領域の鉛直上方に吹き込む。この火炉１１では、空気の供給量が微粉炭の供給量に
対して理論空気量未満となるように設定されることで、内部が還元雰囲気に保持される。
そして、微粉炭の燃焼により発生したＮＯｘが火炉１１で還元され、その後、追加空気（
アディショナルエア）が供給されることで微粉炭の酸化燃焼が完結され、微粉炭の燃焼に
よるＮＯｘの発生量が低減される。
【００３５】
　このとき、給水ポンプ（図示略）から供給された水は、節炭器４５，４６，４７によっ
て予熱された後、蒸気ドラム（図示略）に供給され火炉壁の各水管（図示略）に供給され
る間に加熱されて飽和蒸気となり、蒸気ドラムに送り込まれる。更に、蒸気ドラムの飽和
蒸気は過熱器４１，４２に導入され、燃焼ガスによって過熱される。過熱器４１，４２で
生成された過熱蒸気は、発電プラントのタービン（図示略）に供給される。また、タービ
ンでの供給した水蒸気の膨張過程の中途で取り出した蒸気は、再熱器４３，４４に導入さ
れ、再度過熱されてタービンに戻され膨張して、タービンが回転駆動する。なお、火炉１
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１をドラム型（蒸気ドラム）として説明したが、この構造に限定されるものではない。
【００３６】
　その後、煙道１３の節炭器４５，４６，４７を通過した排ガスは、排ガス管４８にて、
脱硝装置（図示略）にて、供給したアンモニアと触媒によりＮＯｘなどの有害物質が除去
され、電気集塵機で粒子状物質が除去され、脱硫装置により硫黄分が除去された後、煙突
から大気中に排出される。
【００３７】
　ここで、燃焼装置１２について詳細に説明するが、この燃焼装置１２を構成する各燃焼
バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅは、ほぼ同様の構成をなして
いることから、最上段に位置する燃焼バーナ１００Ａについてのみ説明する。
【００３８】
　燃焼バーナ１００Ａは、図２に示すように、火炉１１における４つの壁面に設けられる
燃焼バーナ１００Ａａ，１００Ａｂ，１００Ａｃ，１００Ａｄから構成されている。各燃
焼バーナ１００Ａａ，１００Ａｂ，１００Ａｃ，１００Ａｄは、微粉炭供給管２６から分
岐した各分岐管２６ａ，２６ｂ，２６ｃ，２６ｄが連結されると共に、空気ダクト３７か
ら分岐した各分岐管３７ａ，３７ｂ，３７ｃ，３７ｄが連結されている。
【００３９】
　従って、火炉１１の各壁面にある各燃焼バーナ１００Ａａ，１００Ａｂ，１００Ａｃ，
１００Ａｄは、火炉１１に対して、微粉炭と搬送用空気（１次空気）が混合した微粉燃料
混合気を火炉１１中心に対して僅かな偏角を設けて吹き込むと共に、その微粉燃料混合気
の外側に燃焼用空気（２次空気）を吹き込む。そして、各燃焼バーナ１００Ａａ，１００
Ａｂ，１００Ａｃ，１００Ａｄからの微粉燃料混合気に着火することで、４つの火炎Ｆ１
，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４を形成することができ、この火炎Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３，Ｆ４は、火炉１
１の上方から見て（図２にて）反時計周り方向に旋回する火炎旋回流となる。ここでは、
反時計回り方向に旋回するものとしたが、時計回りに旋回する火炎旋回流となるように各
燃焼バーナ１００Ａａ，１００Ａｂ，１００Ａｃ，１００Ａｄを配置してもよい。
【００４０】
　次に、燃焼バーナ１００Ａについて詳細に説明する。
　図３の縦断面図に示すように、本実施形態の燃焼バーナ１００Ａは、燃料ノズル１１０
と、２次空気ノズル１２０と、２次空気導入流路１３０と、保炎器１４０と、を備える。
なお、図３の縦断面図は、後述する図４に示す燃焼バーナ１００ＡのII-II矢視断面図と
なっている。
【００４１】
　燃料ノズル１１０は、軸線Ｘ１に沿って筒状に延びるように形成される部材である。燃
料ノズル１１０は、その内部に微粉炭供給管２６から供給される微粉燃料混合気を火炉１
１へ供給する燃料ガス流路１１１を形成する。
　燃料ノズル１１０は、火炉１１に隣接して配置される先端側ノズル１１０ａと、先端側
ノズル１１０ａの上流側に配置される基端側ノズル１１０ｂとを有する。先端側ノズル１
１０ａと基端側ノズル１１０ｂとは、２次空気導入流路１３０を間に配置した状態で連結
されている。
【００４２】
　先端側ノズル１１０ａが火炉１１に面する部分の形状は、微粉燃料混合気のガス流通方
向と同方向に直管状に延びる形状となっている。これは、微粉燃料混合気に含まれる微粉
炭が燃料ガス流路１１１の中心軸（軸線Ｘ１）に対して外周側へ導かれることを抑制する
ためである。微粉燃料混合気に含まれた微粉炭が外周側へ導かれると、高温かつ高酸素濃
度の火炉１１内の領域において微粉炭が燃焼し、ＮＯｘが還元されない領域でＮＯｘの発
生量が増加してしまう。したがって、先端側ノズル１１０ａが火炉１１に面する部分の形
状は、外部保炎ないし外部着火を抑制する形状として内部保炎ないし内部着火を行なって
いる。
【００４３】
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　図３および図４に示すように、燃料ガス流路１１１の先端側ノズル１１０ａにおける最
小幅Ｗ１は、燃料ガス流路１１１の基端側ノズル１１０ｂにおける最小幅Ｗ２よりも大き
くなっている。これは、２次空気導入流路１３０から燃料ガス流路１１１へ導入される２
次空気で流量が増加することにより、先端側ノズル１１０ａを流通する微粉燃料混合気の
流速が基端側ノズル１１０ｂを流通する微粉燃料混合気の流速よりも増加しないようにす
るためである。
　そのため、最小幅Ｗ１および最小幅Ｗ２の関係は、第１位置Ｐ１よりもガス流れ下流側
の第２位置Ｐ２における先端側ノズル１１０ａの断面積が、第１位置Ｐ１よりもガス流れ
上流側の第３位置Ｐ３における基端側ノズル１１０ｂの断面積よりも大きくなるように設
定される。２次空気の一部を２次空気導入流路１３０から燃料ガス流路１１１へ導入する
ことにより燃料ガス流路１１１を流通する微粉燃料混合気の流速が上昇することによる不
具合を抑制して、内部保炎を安定化することができる。
【００４４】
　２次空気ノズル１２０は、軸線Ｘ１に沿って筒状に延びるように形成されるとともに燃
料ノズル１１０の軸線Ｘ１に対して外側を取り囲むように配置される部材である。２次空
気ノズル１２０は、その内周面と燃料ノズル１１０の外周面との間に火炉１１へ２次空気
を供給する環状の２次空気流路１２１を形成する。なお、２次空気ノズル１２０へ流入し
た燃焼用空気（２次空気）は、その一部が２次空気導入流路１３０から燃料ガス流路１１
１へ導入され、その他が２次空気流路１２１の先端から火炉１１へ供給される。
【００４５】
　２次空気導入流路１３０は、２次空気流路１２１を流通する２次空気の一部を燃料ガス
流路１１１へ導入する流路である。図４（図３に示す燃焼バーナのI-I矢視端面図）およ
び図５に示すように、２次空気導入流路１３０は、燃料ガス流路１１１の鉛直上方に配置
された上方導入部１３１，１３２，１３３，１３４と、燃料ガス流路１１１の鉛直下方に
配置された下方導入部１３５，１３６，１３７，１３８とを有する。
【００４６】
　図５は、図３に示す燃焼バーナ１００Ａから２次空気ノズル１２０を除去した一部を示
す斜視図である。図５においては、２次空気導入流路１３０のうち燃料ノズル１１０の内
部に配置される部分を破線で示している。
　図５において、実線で示す矢印は２次空気流路１２１から燃料ガス流路１１１へ導入さ
れる２次空気と、燃料ガス流路１１１へ導かれずに２次空気流路１２１を流通する２次空
気とを示す。一方、破線で示す矢印は燃料ガス流路１１１を流通する微粉燃料混合気を示
す。
【００４７】
　上方導入部１３１，１３２，１３３，１３４は、軸線Ｘ１に沿った微粉燃料混合気のガ
ス流通方向と直交する水平方向に沿って一定の間隔を空けて分散して配置されている。同
様に、下方導入部１３５，１３６，１３７，１３８は、軸線Ｘ１に沿った微粉燃料混合気
のガス流通方向と直交する水平方向に沿って一定の間隔を空けて分散して配置されている
。ここでは、上方導入部１３１，１３２，１３３，１３４および下方導入部１３５，１３
６，１３７，１３８を配置する間隔を水平方向に沿って一定としたが、任意の間隔で配置
するようにしてもよい。
【００４８】
　図４に示すように、上方導入部１３１，１３２，１３３，１３４が配置される鉛直方向
の位置において、上方導入部１３１と上方導入部１３２との間に微粉燃料混合気が流通す
る空間が設けられ、上方導入部１３２と上方導入部１３３との間に微粉燃料混合気が流通
する空間が設けられ、上方導入部１３３と上方導入部１３４との間に微粉燃料混合気が流
通する空間が設けられている。
【００４９】
　また、下方導入部１３５，１３６，１３７，１３８が配置される鉛直方向の位置におい
て、下方導入部１３５と下方導入部１３６との間に微粉燃料混合気が流通する空間が設け
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られ、下方導入部１３６と下方導入部１３７との間に微粉燃料混合気が流通する空間が設
けられ、下方導入部１３７と下方導入部１３８との間に微粉燃料混合気が流通する空間が
設けられている。
　このように、鉛直方向の同位置において微粉燃料混合気と導入する２次空気とが隣接し
た状態で流通するため、微粉燃料混合気と導入した２次空気とを良好に混合することがで
きる。
【００５０】
　なお、図３に示すように、２次空気導入流路１３０を形成する部材の一部（裏側となる
背面）は、燃料ガス流路１１１の一部を形成している。特に、第３位置Ｐ３から第１位置
Ｐ１へ至る燃料ガス流路１１１において、上方導入部１３３の下面１３３ａと下方導入部
１３７の上面１３７ａが配置される部分は、燃料ガス流路１１１の断面積が漸次縮小する
形状となっている。そのため、下面１３３ａと上面１３７ａは、微粉燃料混合気の微粉炭
の流れが直接接触することにより摩耗しやすい。そこで、下面１３３ａと上面１３７ａの
燃料ガス流路１１１に面する部分には、摩耗を抑制するために摩耗防止用の部材（例えば
、セラミックス製の板状部材）を設置するのが好ましい。
【００５１】
　保炎器１４０は、火炉１１に近接する燃料ノズル１１０の先端側ノズル１１０ａに対し
て微粉燃料混合気の噴出し方向のガス流れ上流側に配置され、微粉燃料混合気の着火用及
び保炎用として機能するものである。保炎器１４０は、水平方向に沿って延びるように形
成される長尺状の拡幅部１４１，１４２，１４３を有する。図３に示すように、拡幅部１
４１，１４２，１４３は、燃料ノズル１１０が火炉１１に面する先端部１１０ｃの近傍に
、鉛直方向に沿って間隔を空けて配置される。
【００５２】
　本実施形態では、図３に示すように、拡幅部１４１，１４２，１４３は、断面が二等辺
三角形状をなし、微粉燃料混合気のガス流通方向のガス流れ下流側に向ってガス流通方向
に直交する断面の幅が広くなり、前端がこの微粉燃料混合気の流通方向に直交する平面上
に配置される。なお、拡幅部１４１，１４２，１４３は、二等辺三角形状の断面に限定さ
れるものではなく、微粉燃料混合気の流れを分離してガス流れ下流側に再循環領域を形成
するスプリット形状であれば良く、例えば断面がＹ字形状とされていても良い。
【００５３】
　ここで、燃料ガス流路１１１を流通する微粉燃料混合気と２次空気流路１２１から導入
される２次空気とが緩やかに拡散混合し、均一な濃度分布となって火炉１１へ供給される
ことについて説明する。なお、以下の説明においては、２次空気導入流路１３０が有する
上方導入部１３３について説明するが、上方導入部１３１，１３２，１３４についても同
様であるため説明を省略する。同様に、２次空気導入流路１３０が有する下方導入部１３
７について説明するが、下方導入部１３５，１３６，１３８についても同様であるため説
明を省略する。
【００５４】
　微粉炭供給管２６から燃料ガス流路１１１へ供給される微粉燃料混合気は、図３の矢印
２０１に示す方向に沿って基端側ノズル１１０ｂから先端側ノズル１１０ａへ流入し、軸
線Ｘ１に沿ったガス流通方向の位置Ｐ３から位置Ｐ１へ向けて流通する。
　一方、空気ダクト３７から２次空気ノズル１２０へ供給される燃焼用空気（２次空気）
は、図３の矢印３０１，３０２に示す方向に沿って２次空気流路１２１へ流入する。
【００５５】
　２次空気流路１２１へ流入した２次空気の一部は、矢印３０３に示す方向に沿って上方
導入部１３３へ流入し、燃料ノズル１１０の中心軸である軸線Ｘ１に向けて鉛直下方へ導
入され、矢印３０５に示す方向に沿って燃料ガス流路１１１へ流入する。また、２次空気
流路１２１へ流入した２次空気の一部は、矢印３０４に示す方向に沿って下方導入部１３
７へ流入し、燃料ノズル１１０の中心軸である軸線Ｘ１に向けて鉛直上方へ導入され、矢
印３０６に示す方向に沿って燃料ガス流路１１１へ流入する。
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【００５６】
　ここで、矢印３０５に示す軸線Ｘ２に沿った方向は軸線Ｘ１と同方向であり、矢印３０
６に示す軸線Ｘ３に沿った方向は軸線Ｘ１と同方向である。そのため、上方導入部１３３
および下方導入部１３７は、軸線Ｘ１に沿った微粉燃料混合気のガス流通方向の主成分を
持つ流速で２次空気の一部を燃料ガス流路１１１へ導入する。導入された２次空気は、微
粉燃料混合気のガス流通方向の主成分を持つ流速で２次空気導入流路１３０から燃料ガス
流路１１１へ導入されるため、微粉燃料混合気との合流時に大きな乱れを生じさせること
なく緩やかに拡散しながら混合する。
【００５７】
　また、上方導入部１３１，１３２，１３３，１３４が微粉燃料混合気のガス流通方向と
直交する水平方向に沿って間隔を空けて分散して配置されているため、導入された２次空
気と微粉燃料混合気とが、燃料ガス流路１１１において隣接した状態で混合される。同様
に、下方導入部１３５，１３６，１３７，１３８が微粉燃料混合気のガス流通方向と直交
する水平方向に沿って間隔を空けて離散して配置されているため、導入された２次空気と
微粉燃料混合気とが、燃料ガス流路１１１において隣接した状態で混合される。導入され
た２次空気と微粉燃料混合気とが、燃料ガス流路１１１において隣接した状態で混合され
、さらに２次空気導入流路１３０を複数の導入部へ分散したためガス拡散の機会を増加し
て拡散性向上と均一化ができる。これにより、単一の導入部から燃料ガス流路１１１へ２
次空気を導入する場合に比べ、２次空気に接触した領域で着火することなく、２次空気と
微粉燃料混合気とが良好に混合される。
【００５８】
　微粉燃料混合気と各々の導入された２次空気とのガス拡散で混合されて均一化させるた
めには、２次空気導入流路１３０の上方導入部１３１，１３２，１３３，１３４、および
下方導入部１３５，１３６，１３７，１３８は、少なくとも軸線Ｘ１に対して対称になる
よう同じ流量と同じ流速で２次空気を導入することが好ましい。このため上方導入部１３
１，１３２，１３３，１３４、および下方導入部１３５，１３６，１３７，１３８の流路
断面積は、少なくとも軸線Ｘ１に対して対称になることが好ましい。
　また、燃焼バーナ１００Ａの運用にあたり、微粉燃料混合気と各々の導入された２次空
気とのガス拡散で混合されて均一化でないことが保炎器１４０での保炎状況などから想定
された場合は、上方導入部１３１，１３２，１３３，１３４、および下方導入部１３５，
１３６，１３７，１３８の流路断面積を図示しないダンバなどで調整することで、軸線Ｘ
１に対して対称にすることが可能である。
【００５９】
　また、図３および図４に示すように、軸線Ｘ１において２次空気導入流路１３０が燃料
ガス流路１１１へ２次空気の一部を導入する第１位置Ｐ１（２次空気が導入される導入位
置）から保炎器１４０の上流端の第４位置Ｐ４（保炎器１４０が設置される設置位置）ま
でのガス流通方向の距離をＬとし、燃料ガス流路１１１の先端側ノズル１１０ａにおける
最小幅をＷ１（Ｗ）とした場合、以下の式（１）を満たす。
　　２≦Ｌ／Ｗ１≦５　　　（１）
【００６０】
　式（１）に示すように第１位置Ｐ１から第４位置Ｐ４までの距離Ｌを先端側ノズル１１
０ａにおける最小幅Ｗ１よりも十分に大きくすることで、第１位置Ｐ１で燃料ガス流路１
１１に導入された２次空気と微粉燃料混合気とを均一な濃度分布となるように十分に混合
する。
　また、導入された２次空気と微粉燃料混合気との混合には、２次空気導入流路１３０の
形状や大きさを調整し適正化することで選定する。２≦Ｌ／Ｗ１としているのは、保炎器
１４０を通過する微粉燃料混合気を、導入された２次空気と均一に混合された微粉燃料混
合気とするためである。また、２次空気導入流路１３０の形状や大きさを大きくするよう
に選定することで、導入された２次空気との混合が促進されるが、混合にあたり流れが乱
されて、微粉燃料混合気より温度が高い２次空気との間で着火する場合があることから、
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２次空気導入流路１３０の形状や大きさの上限が存在する。２次空気導入流路１３０の形
状や大きさの上限と、燃焼バーナ１００Ａの大型化を防止するために、Ｌ／Ｗ１≦５とし
ている。
　第１位置Ｐ１で２次空気と混合した微粉燃料混合気は、第１位置Ｐ１から第４位置Ｐ４
へ向けて濃度分布を均一化しながら矢印２０２，２０３，２０４で示す方向に流通し、保
炎器１４０の上流端へ到達する。
【００６１】
　微粉燃料混合気は、保炎器１４０の拡幅部１４１，１４２，１４３により鉛直方向の上
方と下方に流れが分離し、拡幅部１４１，１４２，１４３のガス流通方向の下流側の直後
に再循環領域を形成しながら火炉１１へ流入する。保炎器１４０により分離してから再循
環する微粉燃料混合気が燃焼し保炎される。この際に２次空気の一部を燃料ガス流路１１
１へ導くことで、Ａ／Ｃ比を増加させたことにより微粉燃料混合気中の微粉炭の燃焼が促
進されて未燃分が減少する。この時にＮＯｘが発生するが、微粉炭に含まれる可燃性の揮
発分の放出が促進されて保炎器１４０の下流側が空気不足の還元雰囲気となっているため
、発生したＮＯｘが早期に還元されるため、ＮＯｘ発生量を低減する。
【００６２】
　以上説明した本実施形態の燃焼バーナ１００Ａが奏する作用および効果について説明す
る。
【００６３】
　本実施形態の燃焼バーナ１００Ａによれば、２次空気流路１２１を流通する燃料ガスよ
り温度の高い２次空気の少なくとも一部が、２次空気導入流路１３０によって２次空気流
路１２１から、微粉燃料混合気が流通する燃料ガス流路１１１へ導かれる。燃料ノズル１
１０内の火炉１１へ開口する先端部１１０ｃの近傍に保炎器１４０が配置されているため
、燃料ガス流路１１１の出口における燃料の着火性が向上するとともに燃料に含まれる可
燃性の揮発分の放出が促進されてＮＯｘの還元が促進されるため、ＮＯｘ発生量が低減す
る。
【００６４】
　また、本実施形態の燃焼バーナ１００Ａにおいては、２次空気の少なくとも一部を燃料
ガス流路１１１へ導くため、燃料ガスのＡ／Ｃ比を増加させるために１次空気の流量を増
加させる必要がない。そのため、１次空気の流量が増加することによる通風機の動力増加
、微粉炭機３１，３２，３３，３４，３５の分級精度の低下、燃料を搬送する搬送管の摩
耗量の増加等の不具合を抑制することができる。
【００６５】
　また、本実施形態の燃焼バーナ１００Ａにおいては、２次空気の導入位置（第１位置Ｐ
１）から保炎器１４０の設置位置（第４位置Ｐ４）までの軸線Ｘ１に沿ったガス流通方向
の距離をＬとし、導入位置から設置位置へ至る燃料ガス流路１１１の最小幅をＷとした場
合に２≦Ｌ／Ｗ≦５を満たす。２≦Ｌ／Ｗとしているのは、保炎器１４０を通過する燃料
ガスを２次空気と均一に混合するために十分な距離を確保するためである。また、Ｌ／Ｗ
１≦５としているのは、燃焼バーナ１００Ａｃの大型化を防止するためである。
　このようにすることで、２次空気が燃料ガス流路１１１へ導入されてから保炎器１４０
に到達するまでのガス流通方向の距離を十分に確保しつつ燃焼バーナ１００Ａｃの大型化
を防止し、導入された２次空気と燃料ガスとがより均一な濃度分布となった状態で保炎器
１４０による着火ないし保炎を行うことができる。
【００６６】
　本実施形態の燃焼バーナ１００Ａにおいて、２次空気導入流路１３０は、ガス流通方向
の主成分を持つ流速で２次空気の少なくとも一部を燃料ガス流路１１１へ導入する。
　本実施形態の燃焼バーナ１００Ａによれば、２次空気は、燃料ガスのガス流通方向の主
成分の流速を持って２次空気導入流路１３０から燃料ガス流路１１１へ導入されるため、
燃料ガスとの合流時に大きな乱れを生じさせることなく緩やかに拡散しながら混合する。
【００６７】
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　本実施形態の燃焼バーナ１００Ａにおいて、保炎器１４０は、ガス流通方向と交差する
方向に沿って延びるように形成されるとともにガス流通方向における下流側に向かってガ
ス流通方向に直交する断面の幅が広くなる拡幅部１４１，１４２，１４３を有してもよい
。保炎器１４０に拡幅部１４１，１４２，１４３を設けることで、好適に内部保炎を行う
ことができる。
【００６８】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態の微粉炭焚きボイラについて説明する。
　第２実施形態の微粉炭焚きボイラ１０Ａは、第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０の変
形例であり、以下で特に説明する場合を除き、第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０と同
様であるものとし、以下での説明を省略する。
【００６９】
　第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０は、送風機３８が送風する空気（外気）の全量を
エアヒータ（熱交換器）４９を通過させ、空気ダクト３７から風箱３６に供給される燃焼
用空気を２８０℃～３２０℃まで昇温するものであった。それに対して本実施形態の微粉
炭焚きボイラ１０Ａは、送風機３８が送風する空気の一部をエアヒータ（熱交換器）４９
を通過させる一方で、送風機３８が送風する空気のその他をエアヒータ（熱交換器）４９
を通過させない。
【００７０】
　本実施形態の微粉炭焚きボイラ１０Ａは、このようにして風箱３６に供給される燃焼用
空気を第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０よりも低温となるように調整している。以下
、本実施形態の微粉炭焚きボイラ１０Ａについて詳細に説明する。
【００７１】
　図６に示すように、本実施形態の微粉炭焚きボイラ１０Ａは、送風機３８により送風さ
れる空気を風箱３６まで導く空気ダクトとして、空気ダクト３７Ａと、空気ダクト３７Ｂ
と、空気ダクト３９Ｃとを有する。
　送風機３８により送風される空気は、その一部が空気ダクト３７Ａへ供給され、その他
が空気ダクト３７Ｂへ供給される。
【００７２】
　空気ダクト３７Ｃは、エアヒータ４９を通過して高温（２８０℃以上かつ３２０℃以下
）となった空気とエアヒータ４９を通過していない常温（０℃以上かつ４０℃以下）の空
気とを混合して風箱３６へ導くダクトである。空気ダクト３７Ｃから風箱３６へ導かれた
空気は、２次空気ノズル１２０へ供給される。
【００７３】
　空気ダクト３７Ｃから風箱３６へ導かれる空気の温度は、所定温度となるように調整さ
れている。ここで、所定温度とは、１００℃以上かつ３００℃以下の温度範囲の温度であ
る。１００℃以上とすることにより、空気ダクト３７Ｃの内部で結露が発生することが抑
制される。また、３００℃以下とすることにより２次空気ノズル１２０から燃料ガス流路
１１１へ導かれた２次空気によって微粉燃料混合気が発火する不具合が抑制される。なお
、所定温度は、１５０℃以上かつ２５０℃以下の温度範囲の温度としてもよい。また、所
定温度は、１７５℃以上かつ２２５℃以下の温度範囲の温度としてもよい。
【００７４】
　空気ダクト３７Ｃから風箱３６へ導かれる空気の温度は、送風機３８から空気ダクト３
７Ａへ導かれる空気の流量と、送風機３８から空気ダクト３７Ｂへ導かれる空気の流量と
の割合によって調整されている。送風機３８から空気ダクト３７Ａへ導かれる空気の流量
と送風機３８から空気ダクト３７Ｂへ導かれる空気の流量との割合は、予め固定された割
合としても良い。また、空気ダクト３７Ａまたは空気ダクト３７Ｂのいずれか一方にダン
パ（図示略）を設け、ダンパの開度を調整することにより、送風機３８から空気ダクト３
７Ａへ導かれる空気の流量と送風機３８から空気ダクト３７Ｂへ導かれる空気の流量との
割合を調整してもよい。
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【００７５】
　以上説明した本実施形態の微粉炭焚きボイラ１０Ａによれば、エアヒータ４９を通過し
た高温（２８０℃以上かつ３２０℃以下）の空気とエアヒータ４９を通過していない常温
（０℃以上かつ４０℃以下）の空気とを適量で混合することにより、燃料ガス流路１１１
へ導入される２次空気の温度を適温（例えば、１００℃以上かつ３００℃以下）まで低下
させることができる。これにより、燃料ガス流路１１１へ導入された高温の２次空気によ
り石炭を粉砕した燃料が発火する不具合を抑制することができる。
【００７６】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態の微粉炭焚きボイラについて説明する。
　第３実施形態の微粉炭焚きボイラは、第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０の変形例で
あり、以下で特に説明する場合を除き、第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０と同様であ
るものとし、以下での説明を省略する。本実施形態の微粉炭焚きボイラが備える燃焼バー
ナ１００Ｆは、燃料ガス流路１１１の内部に整流部１５０が設けられている点で第１実施
形態の微粉炭焚きボイラ１０が備える燃焼バーナ１００Ａと異なる。
【００７７】
　以下、本実施形態の燃焼バーナ１００Ｆについて、図面を参照して説明する。本実施形
態の燃焼バーナ１００Ｆは、第１実施形態の燃焼バーナ１００Ａの変形例であり、以下で
説明する場合を除き、第１実施形態の燃焼バーナ１００Ａと同様であるものとし、以下で
の説明を省略する。
【００７８】
　図７に示すように、本実施形態の燃焼バーナ１００Ｆは、２次空気導入流路１３０が燃
料ガス流路１１１へ２次空気の一部を導入する第１位置Ｐ１と保炎器１４０の上流端の第
４位置Ｐ４との間に、整流部１５０を備える。
　整流部１５０は、微粉燃料混合気を燃料ガス流路１１１内で攪拌し、微粉燃料混合気が
微粉炭供給管２６を流通する際に生じる微粉炭の偏流（流路断面における微粉炭の濃度の
偏り）を解消するための部材である。整流部１５０は、燃料ノズル１１０内の保炎器１４
０よりもガス流通方向の上流側に配置されている。
【００７９】
　図８（図７に示す燃焼バーナ１００ＦのIII-III矢視端面図）に示すように、本実施形
態の燃焼バーナ１００Ｆは、燃料ノズル１１０の内周面を取り囲むように環状に配置され
て燃料ガス流路１１１の流路断面積を局所的に小さくする整流部１５０を備えている。本
実施形態の整流部１５０は、通過する微粉燃料混合気を攪拌し、燃料ガス流路１１１の流
路断面における微粉炭の濃度の偏りを解消する。
【００８０】
　なお、図８に示す整流部１５０は、燃料ノズル１１０の内周面を取り囲むように環状に
配置されるものであったが、他の態様であってもよい。
　例えば、図９（図７に示す燃焼バーナ１００ＦのIII-III矢視端面図）に示すように、
矩形状の複数の整流部１５０Ａを燃料ノズル１１０の内周面を取り囲むように間隔を空け
て配置してもよい。
【００８１】
　以上説明した本実施形態の微粉炭焚きボイラが備える燃焼バーナ１００Ｆによれば、燃
料ガス流路１１１における微粉炭の偏流を防止し、２次空気と微粉燃料混合気とがより均
一な濃度分布となった状態で保炎器１４０による着火ないし保炎を行うことができる。
　なお、以上の説明においては、整流部１５０および整流部１５０Ａを２次空気導入流路
１３０が燃料ガス流路１１１へ２次空気の一部を導入する第１位置Ｐ１よりもガス流通方
向の下流側に設けることとしたが、他の態様であってもよい。
【００８２】
　例えば、整流部１５０および整流部１５０Ａを、２次空気導入流路１３０が燃料ガス流
路１１１へ２次空気の一部を導入する第１位置Ｐ１よりもガス流通方向の上流側の基端側
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ノズル１１０ｂに設けるようにしてもよい。
　また、例えば、整流部を、微粉炭供給管２６，２７，２８，２９，３０の内部に設ける
ようにしてもよい。この場合、整流部は、断面視が円形の微粉炭供給管の内周面に沿うよ
うに円環形状としてもよい。
　このようにすることで、整流部から保炎器１４０までのガス流通方向の距離を十分に確
保し、整流部で攪拌された微粉燃料混合気を、乱れのない状態で保炎器１４０へ供給する
ことができる。
【００８３】
＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態の微粉炭焚きボイラについて説明する。
　第４実施形態の微粉炭焚きボイラは、第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０の変形例で
あり、以下で特に説明する場合を除き、第１実施形態の微粉炭焚きボイラ１０と同様であ
るものとし、以下での説明を省略する。本実施形態の微粉炭焚きボイラが備える燃焼バー
ナ１００Ｇは、２次空気導入管２６Ａを備えている点で第１実施形態の微粉炭焚きボイラ
１０が備える燃焼バーナ１００Ａと異なる。
【００８４】
　以下、本実施形態の燃焼バーナ１００Ｇについて、図面を参照して説明する。本実施形
態の燃焼バーナ１００Ｇは、第１実施形態の燃焼バーナ１００Ａの変形例であり、以下で
説明する場合を除き、第１実施形態の燃焼バーナ１００Ａと同様であるものとし、以下で
の説明を省略する。
　本実施形態の燃焼バーナ１００Ａは、図１０に示すように、火炉１１における４つの壁
面に設けられる燃焼バーナ１００Ｇａ，１００Ｇｂ，１００Ｇｃ，１００Ｇｄから構成さ
れている。
【００８５】
　図１０に示すように、本実施形態の燃焼バーナ１００Ｇは、空気ダクト３７を流通する
２次空気の一部を微粉炭供給管（燃料供給管）２６へ供給する２次空気導入管２６Ａを備
える。空気ダクト３７を流通する２次空気の一部は、２次空気導入管２６Ａから微粉炭供
給管２６へ供給される。そのため、本実施形態の燃焼バーナ１００Ｇの燃料ガス流路１１
１へ供給される空気量は、第１実施形態の燃焼バーナ１００Ａの燃料ガス流路１１１へ供
給される空気量よりも多い。一方、本実施形態の燃焼バーナ１００Ｇの２次空気流路１２
１へ供給される空気量は、第１実施形態の燃焼バーナ１００Ａの２次空気流路１２１へ供
給される空気量よりも少ない。
【００８６】
　本実施形態の微粉炭焚きボイラによれば、微粉炭を粉砕する微粉炭機（粉砕機）３１か
ら微粉炭供給管２６へ至る流路における微粉燃料混合気の流量を増加させることなく、燃
料ガス流路１１１へ供給される１次空気の量を増加させることができる。そのため、微粉
炭機３１へ１次空気を通風する通風機の動力増加、微粉炭機３１の分級精度の低下、燃料
を搬送する搬送管の摩耗量の増加等の不具合を抑制することができる。
【００８７】
　また、本実施形態の微粉炭焚きボイラによれば、第１実施形態の微粉炭焚きボイラに比
べ、燃料ガス流路１１１へ供給される空気量が多く、２次空気流路１２１へ供給される空
気量が少ない。そのため、燃料ガス流路１１１から火炉１１へ噴出する微粉燃料混合気の
流速と、２次空気流路１２１から火炉１１へ噴出する２次空気の流速との速度差が少なく
なり、この速度差による気流の乱れによって外周保炎および外周着火が行われる不具合を
抑制することができる。
【００８８】
＜他の実施形態＞
　上述した各実施形態では、燃焼装置１２として、火炉１１の壁面に設けられる４つの各
燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅを鉛直方向に沿って５段
配置して構成したが、この構成に限定されるものではない。即ち、燃焼バーナを壁面に配
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ーナを一つの壁面に配置したフロント燃焼方式、燃焼バーナを二つの壁面に対向配置した
対向燃焼方式としてもよい。また燃焼装置１２の燃焼バーナ１００Ａ，１００Ｂ，１００
Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅは、角筒状のものに限定されず、例えば、円筒状のものであって
もよい。
【符号の説明】
【００８９】
１０，１０Ａ　微粉炭焚きボイラ
１１　　　火炉
１２　　　燃焼装置
２６，２７，２８，２９，３０　微粉炭供給管（燃料供給管）
３１，３２，３３，３４，３５　微粉炭機（粉砕機）
３６　　　風箱
３７　　　空気ダクト（２次空気供給管）
３８　　　送風機
４９　　　エアヒータ（熱交換器）
１００Ａ，１００Ｂ，１００Ｃ，１００Ｄ，１００Ｅ，１００Ｆ，１００Ｇ　燃焼バーナ
１１０　　燃料ノズル
１１０ａ　先端側ノズル
１１０ｂ　基端側ノズル
１１０ｃ　先端部
１１１　　燃料ガス流路
１２０　　２次空気ノズル
１２１　　２次空気流路
１３０　　２次空気導入流路
１３１，１３２，１３３，１３４　上方導入部
１３５，１３６，１３７，１３８　下方導入部
１４０　　保炎器
１４１，１４２，１４３　拡幅部
１５０　　整流部
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